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宿
泊
税
条
例
の
一
部
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正
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
八
年
二
月
十
八
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

東
京
都
宿
泊
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

東
京
都
宿
泊
税
条
例
（
平
成
十
四
年
東
京
都
条
例
第
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
「
国
際
都
市
東
京
の
魅
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
観
光
の
振
興
を
図
る
施
策
」
と
は
、
東
京
都
が
定
め
る
観
光
産
業
振
興
に
関
す
る
計

画
に
基
づ
く
施
策
を
い
う
。

　

第
二
条
中
「
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
行
う
同
法
第
二
条
第
二
項
の
営
業
」
を
「
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
館
業
（
同
条
第
四
項
に

規
定
す
る
下
宿
営
業
を
除
く
。
）
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
及
び
住

宅
宿
泊
事
業
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
住
宅
宿
泊
事
業
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
中
「
次
条
」
を
「
次
条
及
び
第
九
条
」
に
、
「
一
万
円
」
を
「
一
万
三
千
円
」
に
改
め
る
。　

　

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
課
税
標
準
及
び
課
税
標
準
額
の
端
数
計
算
）

第
四
条　

宿
泊
税
の
課
税
標
準
は
、
一
人
一
泊
当
た
り
の
宿
泊
料
金
と
す
る
。

２　

宿
泊
税
は
、
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
第
六
条
の
十
七
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
条
例
で
指
定
す
る
法

定
外
目
的
税
と
す
る
。

３　

宿
泊
税
の
課
税
標
準
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
。



二

　

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
税
率
及
び
税
額
の
計
算
等
）

第
四
条
の
二　

宿
泊
税
の
税
率
は
、
百
分
の
三
と
す
る
。

２　

宿
泊
税
の
税
額
は
、
課
税
標
準
額
に
前
項
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

３　

宿
泊
税
は
、
地
方
税
法
施
行
令
第
六
条
の
十
七
第
二
項
第
九
号
に
規
定
す
る
条
例
で
指
定
す
る
法
定
外
目
的
税
と
す
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
総
数
」
の
下
に
「
、
課
税
標
準
額
の
総
額
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
申
告
納
入
す
べ
き
宿
泊
税
額
が
規
則
で
定
め
る
金

額
以
下
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
」
を
削
る
。

　

第
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
納
税
管
理
人
）

第
八
条
の
二　

宿
泊
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
都
内
に
住
所
、
居
所
、
事
務
所
又
は
事
業
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
住
所
等
」
と
い
う
。
）

を
有
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
都
内
に
住
所
等
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
納
税
管
理
人
を
定
め
て
こ
れ
を
定
め
る
必
要
が
生
じ
た
日
か
ら
十
日

以
内
に
納
税
管
理
人
申
告
書
を
知
事
に
提
出
し
、
又
は
都
外
に
住
所
等
を
有
す
る
者
の
う
ち
納
入
に
関
す
る
一
切
の
事
項
の
処
理
に
つ
き
便
宜
を

有
す
る
も
の
を
納
税
管
理
人
と
し
て
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
こ
れ
を
定
め
る
必
要
が
生
じ
る
日
の
五
日
前
ま
で
に
知
事
に
申
請
し
て
そ
の
承
認
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
納
税
管
理
人
申
告
書
を
知
事
に
提
出
し
、
又
は
知
事
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
納
税
管
理
人
を
変
更
し
た
場
合
そ
の
他

申
告
を
し
た
事
項
若
し
く
は
承
認
を
受
け
た
事
項
に
異
動
を
生
じ
た
場
合
又
は
納
税
管
理
人
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
そ
の
他
申
告
を
し
た
事

項
若
し
く
は
承
認
を
受
け
た
事
項
に
異
動
を
生
じ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
納
税
管
理
人
が
都
内
に
住
所
等
を
有
す
る
場
合
は
そ
の
変
更
又
は
異
動

を
生
じ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
そ
の
旨
を
知
事
に
申
告
し
、
納
税
管
理
人
が
都
外
に
住
所
等
を
有
す
る
場
合
は
そ
の
変
更
又
は
異
動
を
生
じ
る
日

の
十
日
前
ま
で
に
知
事
に
申
請
し
て
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
当
該
特
別
徴
収
義
務
者
に
係
る
宿
泊
税
の
徴
収
の
確
保
に
支
障
が
な
い
こ
と
に

つ
い
て
知
事
に
申
請
し
て
そ
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
納
税
管
理
人
を
定
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
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（
納
税
管
理
人
に
係
る
不
申
告
に
関
す
る
過
料
）

第
八
条
の
三　

前
条
第
三
項
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
宿
泊
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
で
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
承
認
を
受
け
て
い
な
い
も
の

が
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
申
告
す
べ
き
納
税
管
理
人
に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が
な
く
て
申
告
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い

て
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

２　

前
項
の
過
料
の
額
は
、
知
事
が
定
め
る
。

３　

第
一
項
の
過
料
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
発
す
る
納
入
通
知
書
に
指
定
す
べ
き
納
期
限
は
、
そ
の
発
付
の
日
か
ら
十
日
以
内
と
す
る
。

　

第
十
条
第
一
項
中
「
五
年
間
」
を
「
七
年
間
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
宿
泊
料
金
」
を
「
総
宿
泊
料
金
（
宿
泊
の
対
価
と
し
て
支
払
う
べ
き

金
額
で
あ
っ
て
、
宿
泊
者
が
ホ
テ
ル
等
の
宿
泊
に
関
し
て
名
称
を
問
わ
ず
当
該
ホ
テ
ル
等
に
支
払
う
べ
き
額
（
宿
泊
者
以
外
の
者
か
ら
当
該
宿
泊
に

関
し
て
当
該
ホ
テ
ル
等
に
支
払
う
べ
き
額
を
含
む
。
）
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
「
な
る
宿
泊
者
数
」
の
下
に
「
、
課
税
標

準
額
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
二
年
間
」
を
「
七
年
間
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
宿
泊
料
金
」
を
「
総
宿
泊
料
金
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
五
年
間
」
を
「
七
年
間
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
二
年
間
」
を
「
七
年
間
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
条
の
二
中
「
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
東
京
都
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
お
け
る
宿
泊
に
対
し
て
課
す
べ
き
宿
泊
税
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

３　

施
行
日
に
お
い
て
現
に
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
館
業
（
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る

下
宿
営
業
を
除
く
。
）
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
認
定
事
業
及
び
住
宅
宿
泊

事
業
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
住
宅
宿
泊
事
業
に
係
る
施
設
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て



四

「
ホ
テ
ル
等
」
と
い
う
。
）
を
経
営
し
て
い
る
者
（
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
宿
泊
税
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
義
務
者
と
し
て
の
登
録
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
に
ホ
テ
ル
等
の
経
営
を
開
始
す
る
も
の

と
み
な
し
て
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
宿
泊
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

４　

施
行
日
に
お
い
て
現
に
ホ
テ
ル
等
を
経
営
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
に
ホ
テ
ル
等
の
経
営
を
開
始
す
る
も
の
と
み
な
し
て
、
新
条
例

第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

５　

新
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
徴
収
義
務
者
と
な
る
者
（
旧
条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
義
務
者
と
し
て
の
登
録

を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
に
係
る
特
別
徴
収
義
務
者
と
し
て
の
登
録
及
び
変
更
の
申
請
並
び
に
休
止
及
び
廃
止
の
申
告
並
び
に
証
票
の
交
付
及
び

返
却
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
新
条
例
第
八
条
第
一
項
（
附
則
第
三
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
六

項
ま
で
及
び
同
条
第
九
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。　

６　

新
条
例
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
徴
収
義
務
者
と
な
る
者
に
係
る
納
税
管
理
人
申
告
書
の
提
出
又
は
納
税
管
理
人
の
申
請
及
び
承
認

並
び
に
変
更
及
び
異
動
の
申
告
又
は
申
請
及
び
承
認
並
び
に
宿
泊
税
の
徴
収
の
確
保
に
支
障
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
申
請
及
び
認
定
は
、
施
行

日
前
に
お
い
て
も
、
新
条
例
第
八
条
の
二
（
附
則
第
四
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

７　

新
条
例
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
宿
泊
に
係
る
課
税
の
申
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
宿
泊
に
係
る
申

告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

８　

新
条
例
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
使
用
が
終
わ
る
帳
簿
の
保
存
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日

前
に
使
用
が
終
わ
っ
た
帳
簿
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

９　

新
条
例
第
十
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
作
成
す
る
書
類
の
保
存
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に

作
成
し
た
書
類
の
保
存
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
提
案
理
由
）

　

宿
泊
税
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
を
踏
ま
え
、
持
続
可
能
な
観
光
振
興
を
財
政
面
か
ら
支
え
て
い
く
た
め
、
宿
泊
税
の
使
途
に
係
る
規
定
を
設
け



五

第
四

十

五
号
議
案
　
東
京
都
宿
泊
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

る
と
と
も
に
、
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
。


